
第３２期川崎市青少年問題協議会第１回協議題・調査専門委員会 

              日 時 令和４年１１月２９日（火） 

                  １０時００分から 

              会 場 川崎市役所第３庁舎１３階こども未来局会議室 

１ 開 会 

  ・正副委員長の選出 

２ 議 事 

（１） 第３２期川崎市青少年問題協議会協議題について 

（２） その他 

３ 閉 会  

資料１   第３２期川崎市青少年問題協議会 協議スケジュール 

資料２   こども未来局 事業概要 

資料３   川崎市青少年問題協議会 これまでの協議題 

資料４   過去10年（第27～31期）の提言内容と現状等について 

資料５   子供・若者白書 これまでの特集 

資料６   第１回全体会における出席委員の意見まとめ 

参考資料  調査票（第３２期川崎市青少年問題協議会協議テーマ） 
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１ 開会 

  ・会議趣旨の説明 

・配布資料確認 

  ・会議公開についての説明 

  ・会議成立についての説明 

  ・委員長、副委員長の選出 

   推薦により工藤副会長が委員長に、香山委員が副委員長に選出された。 

  ・委員長挨拶 

工藤委員長： 改めまして、おはようございます。今日はオンラインでの参加になります

が、よろしくお願いいたします。 

       私も初物続きで、副会長・委員長と重責だなと思いながら、皆さんのお力

を借りながら尽力したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

２ 議事 

 （１）第３２期川崎市青少年問題協議会協議題について 

工藤委員長： それでは、よろしくお願いいたします。 

       まず、協議題・調査専門委員のゴール、進め方の共有ということでこれか

ら議事を進行してまいりたいと思います。 

       本日の議事は第32期川崎市青少年問題協議会協議題についてということに

なります。まず、この委員会のゴール、スケジュールの確認をいたしたい

と思います。 

  青少年問題協議会は、青少年問題協議会法に基づいて、青少年の指導、

育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立のために必要な重要事項の

調査審議や、総合的施策の適切な実施を期するための関係行政機関相互の

連携調整を図ることとされております。これらの事項に関して市長に意見

を述べることができるとされております。 

        この委員会のゴールですが、第32期青少年問題協議会で調査審議するこ

との方向性を決めることにあります。協議題・調査専門委員会は、今年度、

今日を入れまして全３回実施したいと思っております。 

        今回は、新たな委員がいることも踏まえ、まず事務局から、川崎市や国

の状況、過去の青少年問題協議会の意見具申の内容について説明を行って

いきたいと思います。その後、昨今の青少年を取り巻く問題で気になるこ

とや、皆様のそれぞれのバックグラウンドがあるかと思いますので、それ

ぞれこの後お考えを自由に討議したいと考えております。 

        第２回に関しては、第１回の今回の討議内容を踏まえて、協議題の案を

各委員から提示していただいて、絞り込みのための議論を行いたいと考え

ております。 
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        ３回目ですけれども、さらに２回目を踏まえて議論を行い、協議題を決

定する流れで進めたいと思っております。 

       ここまで何か御質問や御意見はございますでしょうか。 

       （特に意見なし） 

工藤委員長：  では、この32期の川崎市青少年問題協議会の協議題について、まずは資

料に基づいて事務局から御説明をお願いいたします。 

事務局：  ・こども未来局各組織の事業概要について 

      ・青少年支援室の事業・取組について 

        ・これまでの協議題について 

        ・過去１０年の提言内容に対する現状について 

        ・子供・若者白書の特集内容について 

        ・第１回全体会で上がった意見について 

工藤委員長： ありがとうございました。大分多岐にわたるとは思いますけれども、今ま

でのところで、何か皆さんのほうから御質問、確認がございましたら、御

発言をお願いいたします。 

        今回、３回予定している専門委員会のうち１回目ということもございま

すので、今色々な過去のことも踏まえ、達成できているもの、課題が残っ

ているものも色々とあるかと思いますけれども、それも踏まえつつ、今後

のことも併せ、皆様から御意見等々いただければと思っております。ざっ

くばらんにでもいいと思いますし、資料６にもありますとおり、皆さん、

前回も色々なお話も出していただいているかと思うんですけれども、改め

まして協議題、はたまた調査専門委員会としてのお考えも、お立場もそれ

ぞれ踏まえた上でまたお話をいただければなと思っております。 

前川委員：   私自身、第29期の途中から委員を拝命し、協議題・調査専門委員会と起

草専門委員会にそれぞれ関わらせていただいております。 

        第29期から第31期まで関わっていて思っていることとして、社会参加と

いうすごく大きなテーマを取り上げて、特に前期の第31期においては、「青

少年の心のふるさと川崎を目指して」とありますように、大人も含めた全

ての青少年というのをキーワードとして常に意識をしていたところです。 

 ということは、割と第31期はすごく壮大なテーマの、ある意味理想形み

たいなものを多分議論できたんじゃないかなと思っています。これまでの

第29期、多分もっと前からの川崎市青少年問題協議会の議論の成熟だった

のかなとも思うんですけれども、今期からはテーマを絞って、より具体性

のあるようなテーマやある「モノ」「場所」などを取り上げる、例えばこど

も文化センターとか、それから検証というのが割とキーワードとして上が
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っていますので取り上げてみるのはどうなのかなと思っています。 

        個人的には、前回の全体会であがったこども文化センターについての意

見が、僕は的を射ているなというふうに思うんですけれども、やっぱり内

容を期待するほどに、こども文化センターにその余力がない、重要な資源

なんだけれども、やっぱり人もない、お金もない、時間もないみたいな状

況にどれぐらいの風穴を開けることができるのか。Ｗｉ－Ｆｉ設置とか職

員の設置とか、割と大分大きなところを攻めていったので、まだ確かな風

穴は開いていないかなという気もするので、どうやったら風穴が開くのか、

ちょっとその辺も含めて個別具体的なテーマに即して話をしてみるという

のが、第32期以降いいと思っているところです。以上です。 

工藤委員長：  ありがとうございます。これまでの経緯も併せて、まず31期まで多岐に

わたるテーマで少し大きな視点で捉えていたところから、32期は具体的に

実行可能なところというあたりに絞るというのも、一つの案ではないかと

いうふうにお伺いしました。 

       それでは、引き続き委員をされた方からお話をお伺いしたいなとぜひ思い

ますので、香山委員、よろしいでしょうか。 

香山副委員長： 私は４期目になるんですけれども、今までに子ども権利施策を教育委員

会で所管して夢パークのオープンにも携わっていますし、川崎市子ども会

議の担当事務局もありますし、柿生こども文化センターの館長を２年やら

せていただいたり、色々な意味で関わらせていただいてきたんだなという、

今懐かしく思い返していたところでございます。 

前期の31期の意見具申書を読ませていただき、また、29期以前のことを、

色々聞いたり、勉強したりしたとき、青少年の問題協議会なんだけれども、

問題は悪いということじゃなくて、色々な課題とか、それから夢やそうい

うものを手向けて、青少年にどう関わっていってほしいかというのを考え

たときに、先ほどの御説明のあった成人式の運営とか、青少年が自主的に

色々な企画をしていく中で、行政に参画していくという。それをもう少し

体系的にとか理想的にとか、そういうものを我々で協議検討して、それを

市長へ提言する。そういう感覚なのかなというふうなことで、29期、30期

とやらせていただきましたけれども、前期の31期は、こどもの権利条例20

周年ということもあって、目指した地域づくりというものがあって、前川

委員がおっしゃったように、非常に広範に広がっていった。それはそれで

色々な方向性から見直すという意味では意義のあったことだったと思いま

す。 

 それで、前期をまたベースにして、じゃ、どうやってもう１回絞り込ん

でいくのかという。３代前の会長だった岡田会長が、協議会で話し合った

ことがどれだけ成果があったかということをとても気にされていて、じゃ

なきゃ、やっている意味がないじゃないかということを、行政のサイドの
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職員の皆さんにもよく言っていました。 

        今回の資料で提言に対する実績の○、×、△がついてるものがあります

けれども、その辺を含めて、胸を張って、できていないものはできていな

い。でも、これだけここは進んだというふうなことをできるぐらいの、胸

を張っていけるような協議会にしたいという。そういう思いがおありだっ

たんだろうと思うし、その思いは綿々と続いてきていらっしゃるんだろう

と思うんですね。ですから、成果もしっかり認識としながら、どんな方向

性をがあるかなと思っているところです。 

私は、社会参画・社会参加にこだわってはいないんだけれども、でも、

川崎の次の時代を担っていく青少年市民が、今まで川崎をここまで開発し

たり発展させてきた、もっと上の世代の方々とタテの世代間のつながりで、

学校や職場では勉強できない、学べないことを市民として相互交流の中で

色々な学びの場があって、そして川崎市民として熟成していくという。そ

ういう意味で、他都市にはないそういう市民の関係づくりみたいなものが、

物心両面でできていくということは夢があることだなって個人的には思っ

ています。

  だから、居場所づくり云々に関しても、こども文化センターが市内にた

くさんあって、中学校区に一つずつあって、小さいお子さんから集まって

きて、そしてそれを支えてくれているのがいわゆる町会・自治会の名士と

いうようなおじいちゃん、おばあちゃんたちがというので、非常に理想的

な組織だけれども、最初からそこまで含めての思いでできているものでは

ないから、施設的にも、施設の規模にしても機能面にしても、施設の老朽

化も含めてちょっと限界があるというところで、みんなに何回もの期も二

の足を踏んで、理想と現実の間で何か行き詰まっちゃっている。 

        行政サイドとしてはお金をかければできるけれども、湯水のようにある

わけじゃないから、それを切り詰めながら、我々のアイデアや努力、工夫

でそういったものを生かしていくということになるのは間違いないんだろ

うから、そこでまた行政の方々からも色々意見をいただいて、実のある提

言をできたらいい。それには、２年で格好つけて何かすてきなことが言え

なくても、４年目、６年目ということの中で継続して、何年か後には、や

っぱり日本に先立った、そういう市民組織が新たにできていくという、そ

ういうようなことになっていくとすてきだなというふうに思っています。 

        僕はもう60代後半なんで、やっぱり前期ぐらいからＳＮＳの活用とか、

何かもうちょっとついていけない。でも、若者に求心力を持って関わって

いくには、そういうものをどんどん生かしていかなきゃいけないんだとい

うのは、当然この会の意見として出ていたし、そういうところを若い方を

中心にしてどんどん開発していただきながら、若い方たちを取り込んでい

くという。施設見学も、そういう意味において、トータルでバランスを考

えながら見て、実になっていくような施設見学を開催していくという。そ

ういうふうなスタンスでやっていけるとすばらしいかなというふうに思い
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ます。 

        最終的にはそういう川崎の次の時代を担っていく青少年市民が健全に育

っていく。そして、そこの背後には、川崎をここまで尽くしてきた上の世

代の方たちがいて、そういう各世代がつながっていくという、そういう強

い市民組織を川崎に何とか生み出せないかというふうなところで、一助に

なるような協議会だったらすてきだなというふうに思っております。 

工藤委員長：  香山委員、ありがとうございました。先ほどの前川委員のお話からもそ

うですが、これまで協議会等々で色々議論されてきている中で、やっぱり

ＰＤＣＡサイクルといいましょうか、実際にやってきたもの、達成できた

もの、できていないもの等々、主観、客観も合わせて冷静に我々自身も受

け止めた上で、次どうやってまた具体的にだったり、実行可能なところに

していくかというような検証だったりというところも、一つ大事なのかな

というのが１点目と、青少年の社会参加もしくは参画のあたりで、色々こ

れまでのＯＢ、ＯＧの方々ももちろん関わりながら、色々進めてこられて

きていて、前の資料を読みますと、やっぱりＯＢ、ＯＧも何か色々な会の

ところに来てくれて、また中高生と一緒に何か関わっていてすごくよかっ

た等々も散見されていますので、それらは体系的に何か少しシステム化さ

れると、川崎市のロールモデルでしょうか、そういう循環等々につながっ

ていくようなものが目指せればというような御指摘かと思いました。 

        表現を変えると川崎市民としてのアイデンティティだったり、ここに住

んでいてすごくよかったな、プライドのようなものだったり、そういうの

が実感できるような人づくりでとかシステムづくりなんですかね。何かそ

んなことにつながっていくと、それこそふるさと川崎だったりって思える

ようになるのかなと思いながら、聞いておりました。 

また、ＳＮＳやオンライン会議等も、やっぱり最近、学生もそうですけ

れども、我々よりも三歩、四歩先を、やっぱりこういうのをもう使いこな

しているので、我々もちょっと努力を、私自身もそうなんですけれども、

追いついて、一緒に使う、同じ土俵になかなか乗れないんですけれども、

そういう努力もすることで、一緒に参画しやすくなるのかなと思って聞い

ておりました。それでは、丸山委員、よろしいでしょうか。 

丸山委員：  私は臨床心理士という立場でして、今回２期目に入らせていただいて、前

期は協議題調査専門委員として参加させてもらいました。私は市外に住ん

でいるので、川崎という市自体、まだよく分かっていなかったんですが、

実際に色々検討する前に先ほど話題に出たこども文化センターを実際に見

学させてもらいました。 

        その見させてもらったこども文化センターって、僕にとってはとても新

鮮な場でした。とても独自性があって面白いし私の住んでいる横浜という

地域はああいう場所はないんですね。学校に接続しているキッズクラブと
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か学童みたいな場所はあるんですけれども、地域に子どもが集まって、児

童館のようなものというのは、昔はあったんでしょうけれども、今はほと

んどないと思うんです。だから、ああいうところがあって、地域の子ども

たちが気軽に通って、色々な友達と会って遊ぶとか、大人と関わって色々

なことを大人と一緒に遊ぶとか、おじいちゃんとおばあちゃんとたまに会

って遊んでもらえるとか、そういう機会というのは、私にとっては非常に

衝撃的で、あっ、こういうの、昔あったなとか感じながら見させてもらい

ました。 

        それで、今回のテーマということで、僕も前回担当させてもらったんで

すけれども、テーマがすごく大きくなっていたなという印象は確かにあり

ました。検討されたことはとても、一つ一つ見ていくと、ナナメの関係で

あるとか、なるほど、そうだなというふうに思ったことも結構あって、そ

ういった考えとか、今後どういう方向性で青少年の問題を川崎という中で

考えていくかというときに、やっぱり先ほど前川委員がおっしゃったよう

に、まずはやっぱり一つの焦点を絞り込んで、それについて検討していく

ということは、確かにそういう段階が必要かなと感じています。 

        僕もこども文化センターはもっとうまく活用できないかなとか、もうこ

れだけ結構子どもたちがにぎやかに遊んでいるのに、何か有効活用がもっ

とできないのかなということを何となく考えていたところはあります。 

        あとは、私は臨床心理士という立場なので、あまりマクロ的に考えるこ

とは普段あまりしないので、ちょっと苦手な部分はあるんですけれども、

どちらかというと僕も普段接する子どもたちというのは、やっぱり不登校

の子たちだったりとか、どうしても問題行動する子どもたち、非行の子ど

もたちとかという、どちらかというと、ちょっと適応的なレールにうまく

乗れない子どもたちを相手にしているというところが結構多いです。こう

した子たちが普段、やっぱり遊びに行くというとこども文化センターみた

いですよね。そういうところがちゃんとした地域の受け皿になっていて、

うまくそこを利用して、学校に行けないんだけれども、そこに行って友達

と会えるみたいな、そういう何か利用の仕方になっていて、やっぱりそう

いった子どもたち、ちょっとマイノリティー的な子どもたちも、ちゃんと

こども文化センターが受け皿になっているというところはすごく大きいか

なと思うんですね。 

        だから、今後、もし検討していただくのであれば、現状、こども文化セ

ンターだと、どんなニーズがあるのかとか、どんな子どもたちが今来てい

てとか、子どもたちがどれぐらい滞在時間とか、あるいは遊びなんかは、

どんなふうに利用しているのかみたいなところは、多分これもリサーチさ

れていると思うんですけれども、もっと具体的にする中で、もっとこれか

ら期待される、多分こういうふうに改善されるといいなとか、こんな方向

性でもうちょっとできるところから、今回Ｗｉ－Ｆｉを入れるみたいな話

もありましたけれども、結構こども文化センターを通して連携しながら、
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今ここではこんなイベントをやっているとか今こんなことをやっていると

か、何か情報もうまく共有できたりとか、子どもが一目見て、今ここが、

今日これからあそこは開いているぞみたいな、何かそういう、子どもたち

がもっと気軽にとか、もっと遠出してあそこのこども文化センターへ行こ

うとか、地域を越えてもいいですしね。 

 だから、そういうふうに何か連携し合ったりとか、情報がもうちょっと

うまく利用できたらいいのかなというような、色々な子どもたちの受け皿

になれるといいなと勝手に考えていて、そういう意味で、ちょっとマクロ

的というのも、私の場合、子どもたちに特化したこういう利用の仕方がい

いなというちょっと具体的な話になっているんですけれども、そんなこと

も検討していったらいいなと考えているところです。 

工藤委員長：  ありがとうございました。こども文化センターのオリジナリティといい

ましょうか、存在意義だったりって、すごく有効活用をもっとできる部分

というところに少しフォーカスを当てた中での子どもたちへの適用できる

範囲だったり、情報だったりというところに少しお話がいっていたような

気がします。もちろん職業柄というところも当然ありますでしょうし、そ

の中で、これまでのこども文化センターの意義だったりニーズだったり、

そのアセスメントだったりというのもあるとはいえ、それをさらによりう

まく利活用できるというところが、少し先生のフォーカスをちょっと絞り

たいところというふうに受け止めましたが、よろしいでしょうかね。 

ありがとうございます。それでは、舘委員、よろしいでしょうか。 

舘委員：    私は、この協議会自体は30期のときからたしか参加させてもらったとい

うふうに記憶しています。昨年度は、起草専門委員会とか協議題委員も務

めさせていただきまして、１年通して色々な話を伺ったりすることができ

たかなと思います。 

        それを受けて今年度というふうに考えたときに、資料の31期というとこ

ろに、本当に簡単にサマリーが書かれていますが、青少年問題協議会等の

場に居場所活動に取り組む市民団体の参画を促すこと。あとＩＴ環境、サ

ポーターの養成とか人材バンクデータベースの構築等について提言しまし

たというふうにあるとおりで、本当に活発な議論、そして対象を全ての子

どもたちをというところで、本当に深い議論ができたなというふうに思っ

ています。 

        私は、ここまでの議論をしたら、やはり次は実際に具体的なアクション

というところが必要になってくるんじゃないかなというふうに思っていま

す。というのは、先ほどから何度も出ている検証というキーワードとか、

ＰＤＣＡみたいなサイクルというのは、やはり何かしらアクションを起こ

さないと、検証のしようがないというか、幾ら提言しても、提言に対して

の検証というのは、やっぱりその間にアクションがないと、計画に対して
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の実行が伴わない限り絶対にチェックできないので、やはり何かの具体的

なアクションというところまでいけるといいんじゃないかなと思っていま

す。ただ、アクションをやみくもにやっても意味がないし、昨年度まで話

した結果として、具体的なこんなことができたらいいんじゃないかという

ことがもう提言されているので、今期は具体的なアクションに落とし込む

というぐらいのことは、私個人としてはやれたらいいというふうに思って

います。 

        こども文化センターというキーワードも入っているとおりで、ＩＴ環境

を整備というのは、例えば、もちろんＷｉ－Ｆｉみたいな話だと思うんで

すけれども、それだけだと、当然ハードを整備しましたという話で終わっ

てしまうので、そもそもハードを整備した先に何があるのかというところ

ですね。青少年問題協議会ではずっと子どもの居場所というところが話と

して出てきているので、例えばですけれども、こども文化センターにＷｉ

－Ｆｉが整備された暁には、今子どもたちはＧＩＧＡ端末１人１台持って

いますので、そのＧＩＧＡ端末で不登校児童・生徒みたいな子どもたちが

こども文化センターで地域の、例えば寺子屋の先生とかが学習サポートみ

たいな形で週に何回か、何時間か来ていただいて、こども文化センターを

核にそういった学習支援、そしてＧＩＧＡ端末を活用したカリキュラム、

いわゆる義務教育と言われるものの学習フォローというところをやると

か、こういったところは、もちろん今、学校のわくわくプラザとか色々な

ところで展開されているフリースクールとか、あと川崎市だと、ゆうゆう

広場というような施設があるんですけれども、不登校児童生徒って圧倒的

にそういう施設に対して、今ものすごい数が増えてきてしまっていて、受

け皿が足りていないという状況ですので、そういう何か具体的なアクショ

ンまで見える形での議論が深まればいいと思っています。 

        あと、市民団体の参画を促すとか、あとサポーターの育成、あと人材バ

ンクデータベースっていうのは、実際に今もう既にたくさん市民団体の

方々が川崎市の中で活動されているので、そういった方々と、例えばサポ

ーターを養成しようとしたときに、どういう養成方法があるのかみたいな

ところを具体的に話してもいいかなというふうに思いますし、人材バンク

データベースというのは、これもシステムをつくるという話だと思うので、

どんなシステムがつくれれば、今後、例えばロールモデルを全市的に展開

するときに役に立つのかみたいな部分ですね。一歩先に進めることができ

るのかなというふうに思っています。なので、具体的なアクションという

ところで何か落とし込めるような話ができるといいなというふうに私自身

は思っています。以上です。 

工藤委員長：  ありがとうございました。せっかくこれまでの経緯を踏まえて31期でお

時間をかけて提言提案されたところの中から、やはりそれを具体的に32期

のところでアクションを起こした上での検証がということの解釈で合って
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いますでしょうかね。皆さんも多分今までお話しされているのも多分そこ

に行って、あとはどこに絞って具体的にというのは多分今後の、次回以降

のまた話になってくるような気がしております。ありがとうございます。 

       あとは山川委員、よろしいでしょうか。 

山川委員：   私、今皆さんの意見を聞いていて、ああ、確かに検証するにはアクショ

ンが必要だよねとか、あと焦点を絞っていく必要があるというのも、すご

くお話を伺っていてそうだなと思いながら伺っていました。 

 私、川崎生まれの川崎育ちで、就職も川崎ということで、全く川崎から

出ていないんですね。何でこんなに川崎にずっといられるんだろうって考

えると、やっぱり居心地がよかった。何かそういうことを子どもたちが感

じられるような組織というか、システムというか、ちょっと前の昭和時代

の社会というか、そういうのができたらいいなって、それがおそらく育成

というか、子どもたちの温かく川崎市が大好きですという、自分を肯定で

きる子どもたちになるのかなっていう感じを受けています。 

        これは私の今の感覚として、私、今この仕事の立場はありますけれども、

地域に帰ると「佳美ちゃん」なんです。社会的地位は学校長というものは

あるんですけれども、地域ではやっぱりまだ幼いというか、目上の方から

すると、佳美ちゃんという存在でいられる。何かそういうのがタテのつな

がりだったり、ヨコのつながりだったり、それこそナナメだったりという

のになるのかなって。本当に地域の方の、町内会に参加することで、上の

方から色々教わる。当然、悪いことをすれば、地域の方から怒られました

し、本当にそれがだんだん面倒くさい関係だってなってきて、希薄になっ

てきたからこそ、あまり干渉しなくなる。もう少し間に手を差し伸べる関

係性が大人の中にもあったらいいなっていうのを感じています。 

        あとは、学校現場で今感じているのは、不登校、登校渋りの子どもたち

の居場所です。学校に来て、別室なら大丈夫という子もいるんですけれど

も、学校の中に全く入れないという子もいたり、そうすると、先ほどのＧ

ＩＧＡ端末で担任とつながるということができる子もいたり、色々な場合

があると思うんですけれども、中には、学校は来られないけれども、習い

事には外に出ていける子もいます。 

        それは、その子にとっての居場所があるからいいんですけれども、その

子の保護者から言われたのが、お金を出せば受入れ先があるんだけれども、

無償で受入れてくれる場所って、かなり限りがありますよね。なおかつ、

やっぱり公立のものなので、お金をその時はかけて造ったけれども、維持

していくのに、今のニーズに合うような形になっていない。もうちょっと

きれいだったら行きやすいのにとか、こういうものがあったらいいのにと

いうような気持ちがお子さんの中にはあるんですっていうことを聞いて、

なかなか子どもたちのニーズに応えていくって難しいなって思いながら

も、最終的には、そういう学校に来られない子たちも、社会的自立ができ
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たらいいなって思うので、そういうような居場所とか人の関わりとかがで

きたらすてきだなっていうふうに今感じているところです。 

        すみません。思っているままを言っていて、全然皆さんの話とかみ合う

かどうか分からないんですけれども、そんなふうに考えていました。 

工藤委員長：  ありがとうございました。やはり山川先生、ずっと川崎育ちで、すごく

居心地がよくて、コミュニティーもいまだにつながっていてというところ

を、また現代的にといいましょうか、どうしても希薄になった関係性のと

ころの、ある種令和版といっていいのかどうか分かりませんけれども、大

事なものって、やっぱり継承する部分と、ある種変えながらも、やはり大

事なところを残していくとか、令和版でつくっていくとかという試みみた

いなものも、やっぱり大事なような気がするようなお話で前半はよろしい

ですかね。 

        あと後半のところで言うと、やはり先ほど丸山先生もおっしゃっていま

したように、少し不登校だったり、登校渋り等々、やっぱりみんなが学べ

る権利といいしましょうか、将来的に不利益になってはいけないという中

での保障するための公共でできることと、ちょっとなかなかニーズに合っ

ていない部分とかというところが、少し問題提起というふうなところでち

ょっとお伺いした感じですけれども、そんな感じでよろしいでしょうかね。

ありがとうございます。 

        今回御出席されている委員の先生方は一言ずついただいたかと思いま

す。議長という立場で私のほうからちょっと申し上げていいのか分かりま

せんけれども、一言だけちょっと申し上げますと、私も、やはり31期のと

ころで出たものを、具体的に何かしらもうアクションを起したほうがいい

のかなというところでちょっと感じております。やはり絵に描いた餅だけ

では色々なことを言えるんですけれども、やっぱりそれが成功するかどう

か分からないんですけれども、やっぱりやった上で検証し、できなかった

から次年度だったり次の期のところでというふうに、やっぱり具体的なも

のも必要なのかなと個人的には思っております。 

        そんな中で、例えば私の立場で言うと、やっぱり普段大学生を相手にし

ていますので、例えば彼らがナナメの関係性、よく出てきていますけれど

も、私、もうちょっと緩やかなナナメの関係というのはちょっと捉えてい

まして、例えば大学生も、川崎市に大学でも９校、10校ぐらい所在してい

る大学があるんですかね、音楽系の大学だったり、色々な大学もあります

し、うちの玉川大学は町田市ですけれども、川崎市もちょっと入っていま

すし、大学生の力をサポーターのところだったり、大学生と高校生の何か

つながりをつくって、それがまた中学校にというふうにブレークダウンし

ていくようにすると、何かタテ、ヨコ、ナナメの緩やかなナナメのところ

に私なりに何か提言できるところだったり、学生にちょっとそんな地域を

つないでいくとか、何かそんなアクションが起こせないかなというのはぼ
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んやりと思っています。 

        社会参画というワードも出ていましたけれども、例えば中高生も、やっ

ぱりクラブ活動をやっていますね、大体ね。帰宅部の子もいるんですけれ

ども、やっぱりあれは主体的に自分たちで好きなものを基本的にやってい

るので、大人からやれって言ってやらされているわけではなく、やっぱり

自分たちで好きでやっている前提だとしたら、何かそこをうまく中高をつ

なげるとか、高校、大学をつなげながら、自分たちで何か企画し、中高生、

小学生も合わせた保護者も一緒にというのも、何かそういうプランづくり

だったり、企画の段階から何かそれをサポートする大学生がいたりとか、

何かそんなところで、学校、教育機関をうまくつないでいくようなサポー

ターなりファシリテーターづくりだったり、何かそんなところで貢献でき

ないかなというふうに、ちょっとタテ、ヨコ、ナナメのところと多様な居

場所づくりというところでも、何か関連してくるアクションが起こせない

かなとちょっと思いながら、皆さんの御意見も伺っておりました。 

 すみません。ちょっと簡単にでしたけれども、一応それぞれのお立場か

らお話ししていただきました。もし今のお話をそれぞれ伺った上で、また

ちょっとつけ足すようなもの等々がございましたら、御発言いただいてい

いのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

前川委員：   今色々先生方のお話を聞いていて思い出したことがありまして、第29期

の提言をまとめるときにこども文化センターを、地域の子ども会、こども

文化センターを活動の場として位置づけるみたいな話を事務局の方として

いた時に、私がこれって昔のこども文化センターですねって発言をしたら、

まさにそれを目指しているという発言を実はもらって、昔のこども文化セ

ンターって、私も子ども会の役員として今ここにいますけれども、実際子

ども会役員のパワーって、実はあまりなくて、むしろ子どもを扱うプロフ

ェッショナルとしてこども文化センター職員さんがいらっしゃって、レク

リエーションの講習とか、そういう子どもたちとの関わりの部分において、

割とこども文化センター職員さんがむしろ子ども会等に出向いていって、

行事の中心をやられていたというのが昔ありました。 

        そういう昔のこども文化センター、いわゆる地域のハブとして、専門的

な技術も持ち合わせて、そしてそこに地域の子ども会とかそういう地域の

受け皿、地域の社会教育の団体に関与して、より健全育成にこども文化セ

ンターがその中心を担うということを、多分狙っていたんですけれども、

残念ながら今、コロナ禍に入ってしまって、やっぱりこれが十分に生かせ

ていない。まあ、子ども会の問題とかもあったりして、おそらく山川委員

がおっしゃっていることとかも含めると、やっぱり少し昔の、多分ちょっ

とこども文化センター、まさに職員の専門性もいかんなく発揮でき、そし

てそこに地域との関係性もシームレスに接続するようなこども文化センタ

ーなんかを多分第29期からずっと目指していて、そこに加えて、Ｗｉ－Ｆ
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ｉの活用とかの今の問題とかを加えていっているかなと思っていますの

で、何かあるべきこども文化センター像も、何か徐々に時代とともに変わ

りながらも、でも、やっぱり原点の部分って多分変わっていないんじゃな

いかなという気が、色々お話を聞いていて思いました。 

        まさに舘委員がおっしゃったＷｉ－Ｆｉの話で言うと、私が所属してい

る高津区ではこども文化センター７館全体の合同事業ということで、各こ

ども文化センターにＷｉ－Ｆｉを引っ張ってきて、Ｚｏｏｍでつないでク

イズ大会というのをやりました。 

コロナ禍なった今、特に学校開放、校庭開放なんかも、割と各団体間が

混ざっちゃいけないので、大会は開かないでくださいとかという学校が、

あるということを聞いていますが、Ｗｉ－Ｆｉがあるからこそ、各学校の

子たちが混ざらないような形で、そういう行事もできているんだなと思い

ました。 

コロナ禍の中でも色々な工夫の下、Ｗｉ－Ｆｉが入った先を多分今ちょ

っとずつやり始めていると思うので、何かそういうところも我々が例示で

きたり、もしくはＷｉ－Ｆｉ、ＳＮＳとか、そういうものをもう利活用し

ている団体とこども文化センターを繋げるような、何かそういうところま

で目指せるといいのかなというふうに思いました。 

        あと最後に、昨日こども文化センターの会議で、夜間、こども文化セン

ターにいたんですけれども、中学生が来ていて、何で利用するかというと、

大体スポーツ、バドミントンとか、あと卓球をしに。昨日いた中学校３年

子は、受験だけれども、やっぱり受験の勉強をしているストレスをちょっ

とでも、１時間、２時間でも、やっぱり発散するというところがありまし

た。 

        私が勤めているときには、やっぱり中学生がよく卓球しに来て、それも

卓球部の子が来る場合というのもあるんですけれども、卓球部が来る場合

というよりかは、どちらかというと、卓球部じゃない子が卓球というスポ

ーツを楽しむために来ているようなケースが多かったりするので、何か少

しそういう間口が広がっていって、卓球以外にももっと、こども文化セン

ターって他の部屋もあったりするので、何かそういうことも踏まえて、中

学生、高校生をもっと入れるようなこども文化センターが、多分ソフト面

になるのかなと思うんですけれども、そんなことを考えました。 

 なので、そういうこども文化センターの機能みたいなものって、今なお

まだ、コロナ禍においてもしっかり活動できている部分というのはあるの

で、そういうところにもスポットライトを当てながら、やっぱりこども文

化センターの、多分指定管理者制度になって、地域と少し断絶があってか

ら、またより地域に根差していくこども文化センター像を目指していくと

いうことが、多分ここ最近のやっぱり意見具申書も踏まえての議論だと思

いますので、そういう少し地域とか色々なところで積極的に取組ができる。

その中心地にこども文化センターがなるといいのかなというのは、ちょっ
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と今色々なお話を聞いていて思いました。 

工藤委員長：  ありがとうございました。Ｗｉ－Ｆｉ等々、いわゆるデジタルのものを

ツールとして使うことによって、色々な地域の人たちとつながれるという

すごくメリットを感じています。 

        一方で、私の立場で言うとデジタルはあくまでもツールで、やっぱり変

えてはいけないアナログ的な、直接的な関わり合いというのも、やっぱり

失っちゃいけないんだろうと思うと、放課後、例えばバドミントン、スト

レス発散に友達と来るとかという場の在り方だったり、そこでやっぱりコ

ミュニケーションを図ったり、色々なたわいもない一言、二言話せたりと

かというような場所だったりとかの必要性も、やっぱりあるんだろうとか、

すごく色々なことを今お話を伺っていて考えさせられました。 

        ちなみに、私、デンマークに８か月ほど実は留学したことがありまして、

向こうだと、やっぱり１６時半ぐらいにはもう大人も、学校、会社を上が

ってしまうので、その後、家庭での時間だったり子どもと一緒に公民館へ

行って、色々なスポーツをやったり、文化的なものを色々やったり、やっ

ぱりすごく放課後だったり、１６時半以降の家庭生活がすごく充実してい

て、それによってハッピーだというところ、幸福度も高い云々もあります

けれども、その一つのハブになるような場所がこども文化センターだった

りというところにつながるといいのかなと思いながらお伺いしていまし

た。 

前川委員：   まさに今、工藤委員長のおっしゃったような利用のされ方をするような

家族や、保育園、幼稚園児ぐらいのお子さんを連れて１８時から１時間ぐ

らいちょっと遊ぶみたいな家族もたまにいらっしゃいますし、基本的に夜

間も家族、保護者がいれば、小学生も利用できる期間であるんですけれど

も、そういえば、そういう利用のされ方ってなかなかされていないなと思

って、ある意味、日本自体が１６時半には絶対大人が仕事が終わらない。

そういうことも含めて、しかも、１８時であっても家に着いていない御家

族の方も結構圧倒的に多いのかなと思うと、何かそういう利用の仕方も含

めて、今のお話を聞いていて、すごく創造性が、さらにこども文化センタ

ーの利活用が何か広がりました。すみません、ありがとうございます。 

工藤委員長：  しかも、無料だったりすごく安価で使っていますし、学校だと。ただ、

私も町田市民ですけれども、体育館の利用だったり、抽選があったり、利

用が１か月後だったり、やっぱりシステムはもちろん分かるんですけれど

も、簡単にぱっと行って使える場所というのは、難しさは分かるんですけ

れども、何かそういう場所もなんてちょっとまた思ったりして。 

山川委員：   今、前川委員のお話を聞いていて、いや、どこまで地域の人たちがこど



14 

も文化センターを知っているかなって。どこまでの時間、誰が利用できる

かということを知っているのかなって。小学生のお子さんをお持ちの方た

ちはこんなものをやりますよっていう御案内が来たりするんですけれど

も、そうじゃないと、なかなか認知されていないんじゃないかなって。そ

こがやっぱり今、居場所としてハブになるようにと考えるのであれば、そ

ういう周知されているかどうかというものも、きちっとこちらが把握して

いかなきゃいけないし、また、これをアピールしていく。こんな使い方が

できますよ、こんなふうに使ってくださいねっていうことをアピールして

いかなきゃいけないって、それこそアクションじゃないですけれども、そ

ういうことも必要なんじゃないかなっていうふうに感じました。 

        小学校では、地域のまちめぐりの中でこども文化センターを２年生で見

に行くし、場合によっては中を見学させてもらってというようなことがあ

って、図書館もあって、漫画もたくさん置いてあったり、本当は魅力的な

んだけれども、学年が上に上がって、中学生、高校生になっちゃうと、そ

のときのことは忘れちゃっているのかなって。こういう場所があるよとい

うようなことを想起させることも必要なのかって。いずれにしても、子ど

もたちも忙しい。どこでこんな時間を捻出するのかというのも、また一つ

課題なのかなって思っています。 

工藤委員長：  ありがとうございました。こども文化センターの認知度ですか、周知は

どのくらいされているか。多分事務局のほうでは、何かそちらで把握され

ているかもしれませんけれども、何か。何かしらあるとは思いますけれど

も、仮にされていなければ、今後それも検証の一つかもしれませんし、事

務局から何かありますか。 

事務局：    （施設指導担当に確認し、次回の委員会にて展開する。） 

工藤委員長：  放課後も塾、習い事で掛け持ちしている小学生も、中学生ももちろん多

いですし、特に中高生への認知度だったり周知といいますか、広報だった

りというのも、そのデータが出てからまた検討かなと思います。 

 どうですか。まだ色々出てくるんだろうなと思いますが、大体この辺は

一旦目安にしてもよろしいでしょうか、皆さん。 

香山副委員長： 今日は、こういう感じでそれぞれの委員の思いとか、さらに勉強し合っ

たり、事務局の方からの御説明をいただいていいと思うんですけれども、

先ほど説明があったように、２回目は、それをそれぞれに絞り込んでいく

という状況の中で、各委員が文言にしてテーマを提示していく。それをま

た皆さんで協議して決まっていくという流れかなとは思うんですけれど

も、一番最初に大きな選択肢として今川崎が抱えている現状の青少年に関

わる課題というところあたりからスタートするパターンでいくのか、それ
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ともそうではなくて、こんなふうにして青少年を育成していくまちづくり

として市民参画の中で、大人や子どもや多世代交流をもっと考えていくと

いう理想からスタートするパターンでいくのか。この辺を、今日はいいと

思うんですけれども、それぞれの委員さんがどっちへシフトしていくのか

というところを考えた上で第２回目をしていったほうが後々楽だと思うん

です。 

        お話が結構具体的な話にもなっているし、皆さんの経験、それぞれの思

いや意見が非常に分かりやすい形で今日提起されたと思うんで、私として

は最初の分岐点をどうしていくかというところをクリアにしていくと、そ

の後すんなりいくかなと思ったりするんです。 

どっちでもいいと思うんですけれども、大きな点だと思います。だから、

こども文化センターの活用についても、29期、30期あたりは、今までのお

子さんたちが、利用者がどう利用しやすいかどうかとか言うことを言うん

じゃなくて、明らかに多世代が交流するための居場所なんですよ。 

だから、地域のおじちゃん、おばちゃんたちと若い世代がここに来て、

そしてそこにサポーター育成があって、そうした人たちとつないでいって、

そしてその夢をかなえていこうみたいな協議をしていたわけですね。そう

すると、今までのこども文化センターはこども文化センターで文化があっ

て、各時間帯に利用が決まっているわけじゃないですか。そこへ限られた

お部屋にそういう人間たちが入っていく。それが果たして可能なのか。市

民に対しても利用者に対してもその説明をしていくという。でも、こども

文化センターの可能性としてはそれもありだみたいなところでの協議もあ

ったわけなんだけれども、後半の皆さんのお話し合いの中に当然そういう

のが想定されていないから、今利用している方たちがこういうときにこう

だとか、寺子屋を含めたり不登校のお子さんを含めたり、そういうところ

で勉強なんだというシーンができたりとか、そういうような話になってい

るので、それはそれでいいと思うんですけれども、ちょっとそこのところ

の選択肢を宿題として、皆さん、今回の市長に上げていくテーマとして考

えてきたほうが、２回目以降スムーズにいくんじゃないかと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。 

前川委員：   それで言うと、もし現状の、例えば川崎市のこども文化センター、第１

回目の全体会から割とキーワードになっていると考えると、もし本当にこ

ども文化センターの現状の川崎を考えると、やっぱり丸山委員もおっしゃ

ったように、本当に各館、取り上げるところによって、下手すると結論も

変わってくる場合もあったりしますし、あと市民活動センターのところを

上げるのか、ＮＰＯが入っている別のところを上げるかによっても、もう

大分これは変わってくると思うので、ちょっとそこも我々、認識をすり合

わせる上で、もしかしたら視察みたいなものがどこかで、例えばこの協議

題の中だけでも必要なのかも、前回たしか丸山委員が見たときは、市民活
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動センターのところを３館ぐらい見られていたような気がして、他のＮＰ

Ｏが運営するところは見られていないような気がしたので、同じこども文

化センターなのに全然違う点もありますし。 

丸山委員：   こども文化センターの中でも運営しているところが違うと全然やり方が

違うんですか。 

前川委員：   指定管理者制度で管理者が、基本を市民活動センターというところなん

ですけれども、地域によっては、ちょっとグルーピングといって、２館、

３館を１つのグループにするんです。 

事務局：   （※事務局から現在の指定管理者について説明。） 

前川委員：   同じ仕様書でこんなに解釈じゃないですけれども、こんなに違うかとい

うぐらい違いますからね。 

事務局：    それぞれの運営主体のこども文化センターについて認知されていただい

たほうが良いというのが現状ですね。 

前川委員：   なので、川崎でよく南部、中部、北部とかと、大体３ブロックとかに分

けるので、３ブロックで、さらに運営主体が違うところも入れたりしなが

ら、色々なこども文化センターの現状なんかももう１回、コロナ禍を経て、

最近、市も通達されたコロナより前に戻るみたいな通達をたしか最近され

たということを、昨日、こども文化センターの会議で聞いたので、基本的

な感染対策はするけれども、一応もうコロナ前のルールに全部戻ったこと

になっているみたいなので、そういうところも踏まえて、今ちょうど見に

行くと、いいタイミングなのかなとはちょっと思って、香山委員の御指摘

も踏まえると、共通認識を持った段階で話ができるのかなとちょっと思い

ました。 

丸山委員：   さっき認知度の話が出ていたんですけれども、川崎の子どもたちって こ

ども文化センターがあるということは大体知っているという感じですか、

それともだんだんそれが薄れてきているという感じなんですか。    

香山副委員長： 小学生ぐらいは遊んでいた子たちも、やっぱり中学生へ入っていくと、

部活で忙しくなったり、入試の勉強があったりして、やっぱり減っていっ

て、夜の時間帯が利用者も激減してしまって、そこをどうやって中高生を

呼ぶかといって色々工夫をしていました。その後、親御さんたちも増えて

いくと、記憶からどんどん薄らいでいくんじゃないかと思うんです。でも、

子育ての若いママたちなんかは、朝からベビーカーを引いて、むしろ色々
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な、さっき言った、職員さんたちが色々な提供をしてくれて、そっちも喜

んで帰れたり、それで入替えで、さっきのシニアの方たちが来て踊ったり

歌ったり、そういう意味で恐らく、利用されている世代は結構広いんだけ

れども、この真ん中辺が、中高生とか若い20代、30代の方たちはまず来な

いですね。パパやママになると、子どもを連れてはきますけれども。 

丸山委員：   小学生ぐらいの子たちは、こども文化センターのことは理解しているん

ですか。 

前川委員：   難しいのがわくわくプラザ事業という学童があるんですけれども、問答

無用に川崎のわくわくプラザって、もう登録さえすれば、その日から使え

る制度になっているので、なので、１年生、２年生は、多くの人が利用し

ています。僕が働いていたときも多い日は２００人くらい来たりしていま

した。そのまま３年生ぐらいまでわくわくプラザで過ごすと、その後、３、

４年生になると、今度はこども文化センターに行くというか、習い事が始

まっていくので、今度はこども文化センターにも行かなくなってしまう。

わくわくプラザへも来なくなるという。なので、最初から純粋にこども文

化センターだけを使っている子って、結構今は少ない。 

丸山委員：   昔に比べたら、だんだんもう利用人口というか、利用率が低くなってい

る、認知度も薄くなっている。 

前川委員：   なっていると思います。 

工藤委員長：  色々な情報も共有したほうがというのはもちろん思います。また次回、

色々事務局もそうですし、お持ちいただいて情報を共有できれば、またい

いのかなとも、今のももちろん参考にしつつなんですけれども、舘委員、

何かおっしゃりたいことはありましたっけ。 

舘委員：    ありがとうございます。ちょっと私から２点ほど。 

今こども文化センターの認知度みたいな話が出ていたと思うんですけれ

ども大人の認知度って、私も低いなってやっぱり感じることが多かったで

す。ちょうど一昨日も地元の日吉の学区で、とあるイベント、こども文化

センターと隣の公園と、あとちょっと商業施設も使ったイベントをやった

んですけれども、一緒に協賛してくださった団体さんの大人から、こども

文化センターってどこにあるんですかみたいな問合せがたくさんきて、そ

もそも集合場所をこども文化センターと伝えるのが大変だったというのが

まずありました。やっぱり大人、特に子育て世代じゃない大人の方ってと

いうんですか、もう子育て終わりましたよという方で、特に市外から来ま

したという人は当然あまり存在を知らないので、意外にそういう方って多
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くいらっしゃるし、川崎市も外からたくさん今、人が来ているという中で、

やっぱりこども文化センターの認知度の割合って、どうも昔に比べたらや

っぱり下がってきているんじゃないかなというふうには、私は肌感覚でち

ょっと感じているのが１点ありました。 

 なので、もちろん周知活動って地道な話なので、一朝一夕に効果が出る

ものではないんですけれども、子どもの社会参加を考える時に、我々大人

自身がより積極的に社会参加をする。例えば、そういうこども文化センタ

ーみたいな施設で行われるイベントにお手伝いでも何でもいいと思うんで

すけれども、何か関わろうとする姿勢そのものが、ある意味こども文化セ

ンターを自ら知るというきっかけにつながると思うので、そういう市民活

動を通じて大人もこども文化センターの存在を知るみたいな流れが一つで

きるといいのかなというふうにちょっと思ったというのが１つです。 

あともう一つ、市民活動センターの話がちょっと出ていて、実は私、ち

ょっとＰＴＡの絡みで、市民活動センターの理事会のほうには引き続き出

席のほうをさせてもらっています。そもそも市民活動センターって公益財

団法人なので、かなり厳格に理事会とか、当然役員会とかの定義もありま

すし、厳格に運営管理されているなと思います。ただ、やはり厳格がゆえ

に、ちょっと融通が利かないというか、理事会で話をしている内容も非常

に前例踏襲が多いというか、いかに予算内で差しさわりのない形で何とか

やり切ろうというような内容が多いなと。新しい提案に結びつくような議

論みたいなのがなされた場面というのは、私、ちょっと何回か出させても

らっても、また一度もないんですね。過去踏襲、前例踏襲というところで、

当然予算が削られてきてしまっているという流れの中で、いかにやりくり

するかというところで、理事長をはじめ皆さん、頭を悩まされているとい

う現状があるのは承知の上なんですけれども、ただ、やはり前例ありきで

議論しても、じゃ、行政のほうも予算をつけてあげようというような話に

はおそらくならないだろうし、何かそこで新しい提案なり何なりを逆に行

政側にぶつけるぐらいな話が理事会の中でそもそも出てこないと、市とし

ても、予算をそもそも検討するという俎上にすら乗らないみたいな、そん

なことを繰り返してきた結果が、今の無難なこども文化センターの運営と

いうところに落ち着いてきているんじゃないのかなというふうに、理事会

に出席させてもらって本当に感じるところです。 

        先ほど31期の提言の中に、市民団体さんとの関わりというのがちょっと

ありましたけれども、こども文化センターの現場を見たりとかというのは、

それはそれで大事だと思うんですけれども、やっぱりそこの根本というか、

管理運営している市民活動センターの理事会なり理事長さん、あとは職員

の皆さんというところと、別に大げさに言うつもりはないんですが、新し

いこども文化センターの運営は、前川委員の表現を借りるなら、何かしら

風穴を開けるような何か提言、提言というのは、要は市民活動センター側

から行政側に対しての提言につながるような、何かそういう働きかけみた
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いなものも我々としてできたりすると、非常に互いウィン・ウィンになっ

ていいんじゃないかな。活動センター側も予算が増えるし、我々としても

新たなこども文化センターの活用ということにつながっていくんじゃない

かなと今日、話を聞いていて感じました。 

工藤委員長：  ありがとうございました。本当に色々な御意見が出てまいりました。香

山先生のところからも、現実の課題から感じていくものなのか、はたまた

理想のそこに向けていくために具体的にどうやっていくのかという、多分

この視点をちょっとはっきりさせたほうがいいんではないかという御提案

も多分あったかと思います。 

        どうですかね。今この後、もうお時間も実は過ぎていますけれども、こ

こでということでは、ちょっと即決は多分できないと思いますので、次回

のときまでにそれぞれのお立場で、具体課題からこうやって考える提案形

式の方がいてもいいと思いますし、いや、やっぱりこういう理想があるか

らこそ、こうやっていくんだというふうな提案の仕方といいましょうか、

多分この後調査票の話が事務局からあると思うんですけれども、その中で

それぞれのお立場でお考え、さっきの２パターンのどっちかから、両方考

えてもいいと思うんですけれども、このパターンだったらということで御

提案いただいて、次回、それについて１回出した上で絞っていくという形

に持っていきたいかなと思います。 

 （２）その他 

    事務局から次回スケジュールや次回までの課題を共有。 

３ 閉 会 


